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■ 

商
品
券
の
発
売
は
７
月
６
日（
月
）か
ら

甲
佐
町
商
工
会
で
開
始

　

町
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
に
よ
る
町
民
の
生
活
支
援
と
地
域
に
お
け

る
低
迷
し
た
消
費
経
済
の
活
性
化
を
図
る
た

め
、
７
月
６
日
（
月
）
よ
り
甲
佐
町
商
工
会

に
て
、
町
内
の
事
業
所
や
店
舗（

飲
食
店
含

む）

で
利
用
で
き
る
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

の
販
売
を
行
い
ま
す
。

　

商
品
券
は
、
た
ば
こ
や
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー

ド
の
購
入
や
公
共
料
金
の
支
払
い
な
ど
に
は

利
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
一
般
用
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

　

１
冊
１
万
円
分
（
５
０
０
円
券
×
20
枚
）

の
商
品
券
を
５
０
０
０
円
で
販
売
し
ま
す
。

▼
購
入
対
象
者

　

６
月
１
日
（
月
）
時
点
で
甲
佐
町
の
住
民

基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
方

※ 

購
入
対
象
と
な
る
全
世
帯
に
、
購
入
引
換

券
を
送
付
し
ま
す
。

※ 

購
入
引
換
券
の
再
発
行
は
で
き
ま
せ
ん
の

で
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
販
売
数

　

９
０
０
０
冊

※ 

優
先
販
売
期
間
（
７
月
６
日
（
月
）
〜

７
月
31
日
（
金
））
は
１
世
帯
２
冊
ま

で
購
入
可
能

※ 

８
月
３
日
（
月
）
以
降
は
販
売
会
場
へ
の

来
場
者
１
人
に
つ
き
１
冊
ま
で
購
入
可
能

▼
商
品
券
の
優
先
販
売
に
つ
い
て

　

販
売
窓
口
の
混
雑
や
販
売
場
所
周
辺
の
道

路
混
雑
並
び
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
感
染
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、
各
地
区

ご
と
に
優
先
販
売
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

　

町
か
ら
送
付
さ
れ
た
購
入
引
換
券
を
必
ず

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

・ 

７
月
６
日
（
月
）　

宮
内
地
区
お
よ
び
甲

佐
地
区
（
東
寒
野
・
西
寒
野
・
上
豊
内
・

下
豊
内
・
岩
下
一
区
・
岩
下
二
区
）

・ 

７
月
７
日
（
火
）　

甲
佐
地
区
（
緑
町
・

仁
田
子
・
大
町
・
横
田
・
有
安
）

・
７
月
８
日
（
水
）　

竜
野
地
区

・
７
月
９
日
（
木
）　

白
旗
地
区

・
７
月
10
日
（
金
）　

乙
女
地
区

※ 

７
月
13
日
（
月
）
〜
７
月
31
日
（
金
）

（
土
・
日
曜
日
お
よ
び
祝
日
を
除
く
）
は
、

町
内
全
地
区
が
対
象
で
す
。

※ 

平
日
の
来
場
が
困
難
な
方
を
対
象
と
し
た

休
日
販
売
を
７
月
19
日
（
日
）
に
行
い
ま

す
。

▼
商
品
券
の
一
般
販
売
に
つ
い
て

　

８
月
３
日
（
金
）
〜
12
月
15
日
（
火
）

（
土
・
日
曜
日
お
よ
び
祝
日
を
除
く
）
は
一

般
販
売
を
行
い
ま
す
。
甲
佐
町
商
工
会
へ
の

来
場
者
１
人
に
つ
き
１
冊
ま
で
お
買
い
求
め

い
た
だ
け
ま
す
。（
完
売
次
第
終
了
）

※ 

運
転
免
許
証
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・

健
康
保
険
証
（
住
所
が
確
認
で
き
る
も

の
）
を
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

●
飲
食
店
用
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

　

１
冊
５
０
０
０
円
分
（
５
０
０
円
券
×
10

枚
）
の
商
品
券
を
２
５
０
０
円
で
販
売
し
ま

す
。

▼
購
入
対
象
者

・ 

６
月
１
日
（
月
）
時
点
で
甲
佐
町
の
住
民

基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
方

・ 

７
月
13
日
（
月
）
時
点
で
町
内
事
業
所
に

勤
務
し
て
い
る
方

▼
販
売
数

　

２
０
０
０
冊

　

甲
佐
町
商
工
会
へ
の
来
場
者
１
人
に
つ
き

１
冊
ま
で
お
買
い
求
め
い
た
だ
け
ま
す
。

（
完
売
次
第
終
了
）

▼
販
売
期
間

　

７
月
13
日
（
月
）
〜
12
月
15
日
（
火
）

※ 

町
民
の
方
は
、
運
転
免
許
証
・
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
・
健
康
保
険
証
（
本
町
在
住

者
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
）
を

ご
準
備
く
だ
さ
い
。

※ 

町
内
事
業
所
勤
務
者
は
、
健
康
保
険
証
や

社
員
証
な
ど
の
勤
務
先
が
町
内
事
業
所
で

あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
が
必
要
で
す
。

▼
商
品
券
の
使
用
に
あ
た
っ
て

・ 

商
品
券
取
扱
店
舗
と
し
て
登
録
さ
れ
た
町

内
の
事
業
所
や
店
舗
で
利
用
で
き
ま
す
。

（
６
月
24
日
時
点
に
お
い
て
一
般
56
件
、

飲
食
店
18
件
が
登
録
済
み
）

・ 

ご
利
用
期
間
は
７
月
13
日
（
月
）
〜
令
和

３
年
１
月
12
日
（
火
）
で
す
。

・
商
品
券
か
ら
の
つ
り
銭
は
出
ま
せ
ん
。

・
転
売
お
よ
び
譲
渡
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

・
商
品
券
の
購
入
に
関
す
る
こ
と

　

甲
佐
町
商
工
会

　

TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
０
２
７
２

・
購
入
引
換
券
に
関
す
る
こ
と

　

町
地
域
振
興
課

　

TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
５
４

「
甲
佐
町
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
」
を
販
売
し
ま
す
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入院時の食事代

460円
指定難病患者の方などは
260円の場合もあります

過去12カ月で90日までの入院

210円
過去12カ月で91日目からの入院

160円※４
100円

自己負担限度額
外来＋入院（世帯単位）

25万2,600円＋（総医療費－84万2,000円）×１㌫

＜４回目以降　14万100円＞※１

16万7,400円＋（総医療費－55万8,000円）×１㌫

＜４回目以降　9万3,000円＞※１

8万100円＋（総医療費－26万7,000円）×１㌫

＜４回目以降　4万4,400円＞※１

5万7,600円
４回目以降4万4,400円※１

2万4,600円

1万5,000円

外来（個人単位）

1万8,000円
（年間上限14万4,000円）

8,000円

8,000円

所得区分

現役並み所得者Ⅲ
（住民税課税所得
690万以上の方）
現役並み所得者Ⅱ
（住民税課税所得
380万以上の方）
現役並み所得者Ⅰ
（住民税課税所得
145万以上の方）

一　般

区分Ⅱ※２

区分Ⅰ※３

負担
割合

３割

１割

※１　過去12カ月以内に外来＋入院の限度額を超えた支給が４回以上あった場合、４回目以降は＜　＞内の金額となります。
※２　区分Ⅱとは、世帯の全員が住民税非課税の方（区分Ⅰ以外の方）
※３　区分Ⅰとは、世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除［（年金の所得は控除額を80万円として
　　　計算）を差し引いたときに０円となる方］
※４　過去12カ月以内の入院日数が90日を超えた場合は、長期入院の申請により食事代が160円になります。

■医療費の自己負担限度額（月額）

■ 

８
月
１
日
（
土
）
か
ら
被
保
険
者
証

な
ど
が
変
わ
り
ま
す

　

現
在
お
持
ち
の
「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
証
」（
オ
レ
ン
ジ
色
）
の
有
効
期
限
は
、
７

月
31
日
（
金
）
で
す
。

　

８
月
１
日
（
土
）
か
ら
使
用
で
き
る
新
し
い

被
保
険
者
証
（
水
色
）
を
、
７
月
中
に
簡
易
書

留
に
て
郵
送
し
ま
す
。

　

現
在
の
被
保
険
者
証
は
、
８
月
１
日
（
土
）

以
降
に
処
分
し
て
い
た
だ
く
か
、
町
住
民
生
活

課
ま
で
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

　

現
在
お
持
ち
の
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
」
お
よ
び
「
限
度
額
適
用
認
定

証
」
も
、
７
月
31
日
（
金
）
に
有
効
期
限
を
迎

え
ま
す
。

　

８
月
１
日
（
土
）
以
降
も
引
き
続
き
該
当
さ

れ
る
人
に
は
、
被
保
険
者
証
に
同
封
し
て
お
送

り
し
ま
す

■
令
和
２
年
度
の
保
険
料
額
が
決
定

　

令
和
２
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、

前
年
の
所
得
を
基
に
、
4
月
１
日
時
点
の
世
帯

構
成
に
よ
り
賦
課
さ
れ
ま
す
。
保
険
料
額
は
、

均
等
割
額
（
５
万
６
０
０
円
）
と
所
得
割
額

（
基
礎
控
除
後
の
所
得
額
の
９
・
95
㌫
）
を
合

計
し
た
金
額
で
、
年
額
64
万
円
が
上
限
額
で
す
。

■
保
険
料
の
軽
減
に
つ
い
て

　

所
得
の
低
い
人
に
つ
い
て
は
、
保
険
料
の
均

等
割
額
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

世
帯
主
お
よ
び
世
帯
の
被
保
険
者
全
員
の
軽

減
判
定
所
得
の
合
計
額
が
次
の
要
件
を
満
た
す

場
合
は
、
各
割
合
の
均
等
割
の
軽
減
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
33
万
円
以
下

　

７
・
75
割
軽
減

・
33
万
円
以
下
で
世
帯
の
被
保
険
者
全
員
の
各

　

種
所
得
が
な
い

　

７
割
軽
減

・
33
万
円
＋
28
万
５
０
０
０
円
×
（
被
保
険
者 

　

数
）
以
下

　

5
割
軽
減

・
33
万
円
＋
52
万
円
×
（
被
保
険
者
数
）
以
下

　

２
割
軽
減

　

ま
た
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
の
前
日

ま
で
会
社
の
健
康
保
険
な
ど
の
被
扶
養
者
だ
っ

た
人
は
、
均
等
割
額
が
５
割
軽
減
さ
れ
、
所
得

割
額
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

■
決
定
通
知
書
の
送
付
に
つ
い
て

　

７
月
中
旬
に
、
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
に
「
令

和
２
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決
定
通

知
書
」
を
送
付
し
ま
す
。
１
人
ひ
と
り
の
保
険

料
額
や
そ
の
計
算
方
法
、
徴
収
方
法
な
ど
を
記

載
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

　

決
定
通
知
書
で
お
知
ら
せ
し
た
保
険
料
の
徴

収
は
７
月
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
徴
収
方
法
は
個

人
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
特
別
徴
収
（
年

金
か
ら
の
差
し
引
き
）
ま
た
は
、
普
通
徴
収

（
納
付
書
で
の
支
払
い
、
ま
た
は
口
座
振
替
）

の
ど
ち
ら
か
に
な
り
ま
す
。

　

決
定
通
知
書
に
徴
収
方
法
を
記
載
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
期
日
ま
で
の
納
付
を
お
願
い
し
ま

す
。
納
付
書
で
の
支
払
い
の
方
は
、
納
め
忘
れ

の
な
い
口
座
振
替
の
ご
利
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼ 

お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
住
民
生
活
課

　

TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
３

後期高齢者医療制度の
被保険者証の変更や保険料などについて


